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危機管理室



ＢＣＰ第2.0版のポイント
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① あらゆる危機事象を想定。 （４ページ)

② 危機事象発生時に行うべき業務(「非常時優先業務」)を

選別し、参集または確保した職員の人数（参集率）により、

さらに優先順位をつける。 （４ページ）

③発災後の参集率を４つ（25％、50％、75％、100％）に区

分し、各区分でさらに優先度目標を目安として設定する。

（15ページ）



今回の業務継続計画改訂の趣旨
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• 平成30年の北部地震、台風21号、昨年の新型コロナウイルス感

染症などでの対応（北部地震での参集状況）。

• あらゆる危機事象を想定し、それに対処できるよう、より実践的な

業務継続計画としておくことが求められている。

• あらゆる危機事象に際しても、速やかに業務執行を行えるように

することを目的に、危機事象発生時に行うべき業務(「非常時優先

業務」)を選別し、参集または確保した職員の人数（参集率）により、

さらに優先順位をつけて、どの業務から着手すべきかの視点で、

大幅な改訂を行う。



人員体制と受援体制構築までの流れ

4

• 危機事象全般を対象に、各所属においてあらかじめ必要となる

非常時優先業務を特定

• 参集率に応じてどれだけの業務ができるかを把握（発災初日）

発生事象・規模・時間軸により変動

発災時から応援までを所属で乗り切る

対応可能な非常時優先業務を更に特定（選択する）

• 対応できない業務につき、要員の応援要請（発災２日以降）
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今回の改訂における主な変更点
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あらゆる危機事象を想定（大規模地震をはじめとした危機事象） ４ページ

（改正前）南海トラフ巨大地震の被害想定を前提

各所属であらかじめ必要となる非常時優先業務を特定 ２、６、15ページ

参集率に応じてどれだけの業務ができるかを各所属で把握 15、17ページ

•第１版で作成した南海トラフ巨大地震被害想定による業務詳細一覧につい
ては、当該事象が発生した際の非常時優先業務資料として位置付ける。
•今後は各所属が危機事象に応じた業務詳細一覧を作成する際の資料とし
て位置づけ、本文とは別にして参考資料として添付することとし、被害想定
の見直し等、必要があれば見直していくものとする。

① 発生事象・規模・時間軸により変動
② 発災時から応援までを所属で乗り切る
③ 対応可能な非常時優先業務を更に特定（選択する）



（参考）業務詳細一覧
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今後の予定
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• 今後、危機管理室では本計画の基本的な考え方に基づき、南海ト
ラフ巨大地震以外で、市全体として対応すべき被害想定の地震、
浸水、その他危機事象については、各所属に対して業務継続計
画の策定を促していく。

• また、各所属においては、上記以外の様々な危機事象に応じた業
務継続計画を策定していく必要があり、策定にあたっては、年度
ごとに、 「南海トラフ巨大地震」「感染症」、「風水害」、「直下型地
震」といった事象などを事例を設定し、
①必要な非常時優先業務の特定
②対応可能な非常時優先業務を更に特定と選択
（訓練形式も含め、今後実施方法を検討）

の作業を行いながら、事例を積み上げながら作成を促す。


